
 

保育施設の利用について 

 

 申し込みについて  

★ 保育施設は、保護者および 60歳未満の同居祖父母が働いていたり病気にかかっていたりし 

ていることで、日中に児童の保育ができない場合に、保護者等に代わって児童を保育する施 

設です。集団生活に慣れさせたいといった理由ではお預かりができません。保育を必要とす 

る理由が満たされている方が申し込みの対象となります。 

 

★ 保育施設の利用決定は先着順ではありません。提出された書類をもとに、保育の必要性に応 

じて優先順位を決めているため、後から申し込みをした人が先に入所する場合があります。 

 

★ 申込書を提出した後に内容に変更があった場合は、変更内容について役場子育て支援係まで 

必ず連絡し、必要書類を提出してください。 

 例）勤務時間や日数、勤務先の変更、育児休業期間の変更や希望する保育所の変更 

   

★ 希望する保育施設は、入所の意思がある施設のみ記入してください。 

第１希望の保育施設を利用できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。 

入所以降も新年度を迎える前に継続・転園の希望を伺いますが、希望どおりとならない場合 

もあります。 

 

★ ５月以降に入所希望の場合は、希望月の１ヶ月半前までに、必要書類を提出してください。 

 例）令和６年７月からの入所を希望 ⇒ 令和６年５月 15日（水）までに提出 

 

 入所決定後、入所後について  

★ 入所決定後に、保育施設の利用を希望しないこととなった場合は、入所申し込みの「取り下 

げ書」を提出してください。決定を辞退したあとに、保育所の利用申し込みを再度行う場合 

は、改めて申し込みが必要になります。 

 

★ 入所決定後、利用する保育施設で面接を行います。その際に、お子さんに関して心配なこと 

などをご相談ください。特に、投薬行為や食物アレルギーによる除去食については、取り扱 

えない場合や所定の様式による医師の生活管理指導表などが必要な場合がありますので、 

必ず事前に保育施設へご相談ください。 

 

★ 保育施設では、医療行為はできません。あらかじめご了承ください。 

◎ 必ず事前に内容をご確認ください 



★ 保育施設によっては、入所直後に保育時間を短縮して「ならし保育」が一定期間あります。 

入所直後から長時間預けられないのでご注意ください。（児童の年齢や健康状態によって期 

間や時間は異なります） 

 

★ お仕事がお休みの日は、できるだけお子さんと一緒にお過ごしください。 

 

★ 保育施設の利用可能時間は、就労等の理由により認定された「保育を必要とする時間」のみ 

です。買い物など保護者の私的な用事は含まれませんのでご了承ください。 

 

★ 令和 5年 4月より、認可保育所、認定こども園の保育料を無償化しました。 

  ただし、延長保育料や、一時預かりなどを利用した場合の料金は、自己負担となり無償化の 

対象外です。 

 

  その他保育サービスについて  

★ 「延長保育」について 

対象…勤務時間や通勤時間等の都合により保育時間を延長して利用しなければならない方 

時間帯…7：00～7：30、18：30～19：00 

※ 通常の保育料のほかに延長保育料がかかります。 

※ 利用する場合は、事前に申し込みが必要です。 

 

★ 「休日保育」について 

対象…勤務の関係などにより日曜日や祝日（年末年始を除く）に家庭での保育ができない方 

実施場所…川口保育所 

※ 町内在住の方で、町内の保育所にお子さんが入所中であれば利用できます。 

※ 利用する場合は、事前に申し込みが必要です。 

 

 


